
 

上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（会社情報の開示） （会社情報の開示） 

第２条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、本所が定める基準に該当

するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものと本所が認めるものを除く。）

は、本所が定めるところにより、直ちにその内

容を開示しなければならない。この場合におい

て、上場外国会社に対するこの項、次項及び第

８項の規定の適用に当たっては、当該上場外国

会社の本国における法制度等を勘案するものと

する。 

第２条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、本所が定める基準に該当

するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものと本所が認めるものを除く。）

は、本所が定めるところにより、直ちにその内

容を開示しなければならない。この場合におい

て、上場外国会社に対するこの項、次項及び第

８項の規定の適用に当たっては、当該上場外国

会社の本国における法制度等を勘案するものと

する。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 当該上場会社の事業年度若しくは四半期

累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連結

累計期間に係る決算の内容が定まった場合 

（３） 当該上場会社の事業年度若しくは四半期

累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連結

累計期間に係る決算の内容が定まった場合（本

所所定の「決算短信（サマリー情報）」又は「四

半期決算短信（サマリー情報）」による。） 

（４）～（７） （略） （４）～（７） （略） 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

  

 

付  則 

 この改正規定は、平成２９年３月３１日から施

行し、同日以後最初に終了する事業年度若しくは

四半期累計期間又は連結会計年度若しくは四半期

連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合の

開示から適用する。 

 

 

  

 


